
　　非常時優先業務について

                      

事前対策 

➢十分な耐震性能 

➢バックアップ機能 

➢情報・連絡機能の確保 

➢災害応急活動等に十分なスペース 

応急対策 

➢災害応援要請  

➢交通応急対策  

➢輸送対策  

➢通信の確保  

➢災害情報等の収集、伝達、報告  

➢災害広報  

➢消防活動  

➢避難対策   

➢医療・救護活動  

➢救助活動 等 

 

 

 

 

復旧・復興 

対策 

発災 

■準備体制（震度３） 

■警戒体制（震度４） 

■非常体制（震度５弱以上） 

  ⇒災害対策本部の設置 

➢公共施設災害復旧事業  

➢公共土木施設災害復旧事業 

  （河川、道路、下水道、公園等） 

➢農林水産業施設災害復旧事業  

➢都市災害復旧事業  

➢水道災害復旧事業  

➢住宅災害復旧事業  

➢社会福祉施設復旧事業  

➢公共医療施設、病院等災害復旧事業  

➢学校教育施設災害復旧事業  

➢社会教育施設災害復旧事業  

➢その他の災害復旧事業  

＜応急業務＞ 機能の回復 

     ➢ボランティア対策  

     ➢避難者・帰宅困難者対策  

     ➢応急住宅対策  

     ➢食料等供給・義援物品配分 

     ➢災害時要援護者対策  

     ➢遺体の捜索・取扱い・埋葬  

     ➢清掃活動  

     ➢文教・公共施設対策  

     ➢産業応急対策 

     ➢ライフライン施設の応急対策 

     ➢被災者の生活確保 

       ・り災照明書の交付 

       ・個人被災者への資金援助 

       ・被災者生活再建支援金の支給  

         ・市民税・固定資産税、 

        都市計画税の減免 

       ・国民保険料の減免  等 

           

             

＜応急業務＞   

 被災者対応で新規に発生する業務 

＜応急業務＞ 災害対応 
 

３日以内に着手するもの 

➢行政サービスに係る内部事務 

 ・市庁舎の管理 

 ・各システムの復旧 

 ・選挙事務に関すること 

 ・市の財政に関すること 等 

➢市民生活関係事務 

 ・死亡届受理及び埋火葬許可証の交付 

 ・国民健康保険証の発行 等 

➢まちづくり関係事務 

 ・工事中現場の確認 

 ・公共施設緊急修繕の実施 等 

➢自然環境関係事務 

 ・産業廃棄物対策 

➢議会関係事務 

 ・市議会議員との調整 
 

早期に着手するもの 

➢福祉関係事務 

 ・介護サービスの実施 

 ・障がい者サービスの実施 

 ・高齢者サービスの実施 

 ・保育サービスの実施    等 

➢基盤整備関係事務 

 ・道路整備・維持に関すること 

 ・河川維持に関すること 

優先すべき通常業務 
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務

 

通常業務 

優先すべき通常業務 

・被害状況に対して、 

 早急に実施する必要がある 

・社会機能を維持するために必要な業務 

・中断した場合、市民生活に多大な影響を与える 
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応急業務 
（災害対応、機能の回復、被災者対応で 

新規に発生する業務） 

発災時には、これらの市役所機能 

（指揮・命令・活動拠点）の維持が必要。 

本庁舎が罹災した場合、 

市役所機能の一部または全部が中断し

災害からの復旧・復興が遅延。 

※岐阜市地域防災計画、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく 

大地震後も 

本庁舎の継続使用が 

求められる！ 

資料２－５ 


